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　車やバイクだけではなく、自転車や電動キックボード等の乗り物も、飲酒
したら運転できません。
　「飲むなら乗らない」「乗るなら飲まない」が大前提です。
　また、車等を運転することを知りながら、飲酒を勧めたり、乗り物を貸した
り、飲酒運転の車に同乗することも犯罪になります。
　絶対にやめましょう。
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令和７年度福岡県警察官募集

令和７年度第２回福岡県警察官採用試験のご案内

飲酒運転で現行犯逮捕！！
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福岡県警察本部警務課採用センター

TEL☎ 092-622-0700（直通）
〒８１２－８５７６ 福岡市博多区東公園７－７

＼採用試験に関する情報等を配信中／

ＬＩＮＥ X(旧

Twitter）

覚醒剤などの薬物乱用の防止

当署管内において飲酒運転を検挙しております。

危険ドラッグとは？

危険ドラッグとは、覚醒剤や麻薬の化学構造に似せて作った物質のことで、インターネットなどで

「合法」と称して販売されています。

【危険ドラッグを使用すると…】

○ 意識障害、嘔吐、けいれん、脳機能障害など重大な健康被害を引き起こします。

○ 幻覚、妄想により、殺人などの重大犯罪や重大事故を引き起こすことがあります。

○ 薬物を入手する金欲しさに、窃盗事件や殺人事件を起こすことがあります。

○ 薬物に溺れ、人間関係が破綻して、家族や友人から孤立します。

【好奇心から手を出さない!】
危険ドラッグは、含まれる成分によっては命を落としてしまう大変恐ろしい薬物ですので、絶対に手を

出さないでください！


